
参考資料１ 
京都市生活安全条例 

平成１１年３月２５日 
条例第６８号 

 

(目的) 

第１条 この条例は、地域における犯罪及び事故を未然に防止するため、本市、事業者及

び市民が果たすべき責務を明らかにするとともに、市民及び観光旅行者等の安全の確保

に関する施策(以下「生活安全施策」という。)を総合的かつ計画的に推進することによ

り、市民及び観光旅行者等が安心して生活し、又は滞在することができる安全な地域社

会の実現を図ることを目的とする。 
(本市の責務) 

第２条 本市は、市民及び観光旅行者等が安心して生活し、又は滞在することができるよ

う、次の各号に掲げる生活安全施策を実施しなければならない。 
⑴ 安全に関する事業者、市民及び観光旅行者等の意識の啓発 
⑵ 安全の確保に関する市民の自主的な活動の支援 
⑶ 安全な地域づくりのための環境の整備 
⑷ 前３号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策 

(事業者の責務) 

第３条 事業者は、その事業活動を行うに当たって、地域における犯罪及び事故を防止す

るために必要な措置を講じるとともに、本市が実施する生活安全施策に協力するよう努

めなければならない。 
(市民の責務) 

第４条 市民は、自らの安全を確保するために必要な措置を講じ、地域の安全に関する活

動に取り組むとともに、本市が実施する生活安全施策に協力するよう努めなければなら

ない。 
(生活安全基本計画) 

第５条 市長は、生活安全施策を総合的かつ計画的に推進するため、市民及び観光旅行者

等の安全の確保に関する基本的な計画(以下「生活安全基本計画」という。)を定めなけ

ればならない。 
２ 市長は、生活安全基本計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、次条

に規定する審議会の意見を聴かなければならない。 
３ 市長は、生活安全基本計画を定め、又は変更したときは、速やかにこれを公表しなけ

ればならない。 
(生活安全施策審議会) 

第６条 生活安全施策に関する基本的事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審

議するとともに、当該事項について市長に対し、意見を述べるため、京都市生活安全施

策審議会(以下「審議会」という。)を置く。 
第７条 審議会は、委員２０人以内をもって組織する。 
２ 委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、

又は任命する。 
第８条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と



する。 
２ 委員は、再任されることができる。 
第９条 審議会に会長及び副会長を置く。 
２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 
３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 
４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 
第１０条 審議会は、会長が招集する。 
２ 会長は、会議の議長となる。 
３ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 
４ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 
５ 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明そ

の他の必要な協力を求めることができる。 
(生活安全施策推進協議会) 

第１１条 本市が実施する生活安全施策について、本市、関係団体及び関係行政機関が相

互に連携し、及び協力することにより、その円滑かつ総合的な推進を図るため、京都市

生活安全施策推進協議会を置く。 
(委任) 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 
附 則 

この条例は、平成１１年４月１日から施行する。 
附 則(平成２７年１月８日条例第３７号) 抄 

(施行期日) 
１ この条例は、公布の日から施行する。 

 
京都市生活安全条例施行規則 

(審議会の庶務) 

第１条 京都市生活安全施策審議会(以下「審議会」という。)の庶務は、文化市民局にお

いて行う。 
(補則) 

第２条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 
附 則 

この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 
附 則(平成２７年１月８日規則第６８号) 

この規則は、公布の日から施行する。 


